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 (3) 船艇・航空機基地施設の整備 

    １，４１０百万円 

船艇・航空機の運用に必要な基地施設を整備する。 

 

  ・中部航空基地(仮称)の整備（継続） 

  ・防災型浮桟橋の整備 

 

(4) 情報通信システムの整備 

１，１４２百万円 

海上保安業務の効率性・機動性の向上を図るため、携帯電話からの

１１８番緊急通報の発信位置情報、ＡＩＳ(船舶自動識別装置)による船

舶動静情報等と当庁が保有する各種の情報を横断的に照合する新システ

ム(海上保安業務システム)の整備を推進する。 

 

 

(注)ＡＩＳとは、船舶間において、船舶の船名、位置、速力、目的地等の情報を自動的に交換する装置で、
国際航海に従事する旅客船と300トン以上の船舶は既に搭載が完了し、国際航海に従事しない500トン

以上の船舶は平成20年７月までに搭載が義務付けられている。(※航空機・陸上局はこの情報を受信) 
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２２２．．．社社社会会会情情情勢勢勢ののの変変変化化化ににに対対対応応応しししたたた海海海上上上保保保安安安業業業務務務ののの遂遂遂行行行   

(1) 海上犯罪の予防・取締りの強化 

７１９百万円 

・密輸・密航事犯をはじめとする各種海上犯罪や海上テロへの対応に

必要な海上警察力の強化を図るための装備の整備等 

 

【海上犯罪容疑船舶の捕捉(訓練)】 

 

 

(2) 海上防災・海難救助体制の強化 

２０９百万円 

・海洋汚染物質排出事故への対応体制の強化を図るための有害危険物

質(ＨＮＳ)に係る防除資器材の整備等 

・海難救助体制の強化を図るための機動救難士装備の整備 

 

【有害物質汚染事故への対処(訓練)】 
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(3) 大陸棚の限界画定のための調査の推進 

６，６８７百万円 

我が国の大陸棚が、国連海洋法条約に基づき２００海里を超えて認め

られるためには、平成２１年５月までに大陸棚の地形・地質に関するデ

ータ等大陸棚の限界に関する情報を国連｢大陸棚の限界に関する委員会｣

に提出する必要がある。 

このため、「大陸棚調査・海洋資源等に関する関係省庁連絡会議」で

策定された「大陸棚画定に向けた基本方針」に基づき、関係省庁と連携

を図り、１６、１７、１８年度に引き続き、我が国の大陸棚の画定に必

要な周辺海域の地形・地質に関するデータを整備するために必要な調査

を実施する。   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

新たに我が国の大陸棚とすることができる可能性がある海域
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平成18年度整備までのカバーエリア

平成19年度整備予定箇所のカバーエリア

沿岸海域におけるAISカバーエリアイメージ

津波発生時の情報提供

津波情報の伝達

個別注意喚起

各種情報の提供

ＡＩＳ業務≪情報提供例≫

※このほか、天候時の荷崩れ事故防止・走錨海難防止等
への注意喚起

※このほか、気象情報、海難情報等の提供

乗揚げの危険

乗揚げ海難の未然防止

避険線を設定

平成18年度整備までのカバーエリア

平成19年度整備予定箇所のカバーエリア

平成18年度整備までのカバーエリア

平成19年度整備予定箇所のカバーエリア

沿岸海域におけるAISカバーエリアイメージ

津波発生時の情報提供

津波情報の伝達

個別注意喚起

各種情報の提供

ＡＩＳ業務≪情報提供例≫

※このほか、天候時の荷崩れ事故防止・走錨海難防止等
への注意喚起

※このほか、気象情報、海難情報等の提供

乗揚げの危険

乗揚げ海難の未然防止

避険線を設定

３３３．．．海海海上上上交交交通通通ののの安安安全全全性性性・・・効効効率率率性性性ののの向向向上上上   

５，２７６百万円 
海上交通の安全性・効率性を確保するため、以下の航路標識整備事業を

重点的かつ計画的に推進する。 

 

(1) ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムの整備 

北海道、東北、信越から山陰までの海域をカバーするＡＩＳ陸上局・

運用所の整備。乗揚げ海難の未然防止等に必要な機能強化。 

 

(2) ふくそう海域における航路標識の高機能・高規格化（より見やすく、

より識別しやすくするための同期点滅化等） 

 

(3) 航路標識電源のクリーンエネルギー化 

 

(4) ＩＴを活用した沿岸海域の安全に関する情報提供の充実 
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４４４．．．巡巡巡視視視艇艇艇ののの複複複数数数クククルルルーーー制制制導導導入入入ににによよよるるる海海海上上上保保保安安安体体体制制制ののの強強強化化化   

３４部署：１７０人 
   

海上における国民の安全・安心を守るため、年間を通じて時間帯により

差のない巡視艇の緊急出動体制を整備するとともに、容疑船の継続的な動

静監視と外国船舶に対する立入検査を強化するなど治安向上のための海上

保安体制の強化を図る。 

 
(1) 沿岸部や港内の事件・事故に対する勢力である巡視艇について乗組員

の休養日（年 104 日）による初動遅延を解消するとともに、容疑船の継

続的動静監視等、長時間に及ぶ事件･事故対応を的確に行うため、複数

クルー制を導入する。 

 

(2)複数クルー化された巡視艇乗組員の勢力を活用して、外国船舶への立

入検査、密漁の取締り等を強化する。 

 

 

  

 
 

迅速な海難対応 

密漁等の取締強化 

徹底した立入検査 


